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総
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十
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）
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六
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一
四
六
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一
五
四
頁

漢
代
に
お
け
る
「
士
大
夫
」
呼
称
の
受
容

井
上
　
了

は
じ
め
に

筆
者
は
先
に
、「
士
大
夫
」
は
も
と
も
と
下
級
の
軍
人
・
軍
吏

を
指
す
語
で
あ
り
、『
荀
子
』
が
こ
れ
を
儒
家
官
僚
の
意
に
転
用

し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
注
1
）
。『
論
語
』
の
「
士
」
や
『
墨
子
』

の
「
士
君
子
」
は
、
為
政
者
の
身
分
を
必
ず
し
も
持
た
な
い
有
徳

者
や
知
識
人
を
指
す
。
し
か
し
荀
子
の
「
士
大
夫
」
は
、
小
儒
た

る
「
士
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
大
夫
」
す
な
わ
ち
官
僚
の
身
分
を

持
つ
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
士
大
夫
」
は
、
大
儒
で
あ
り

王
者
で
も
あ
る
「
聖
王
」
と
と
も
に
、
荀
子
の
理
想
と
す
る
社
会

制
度
を
象
徴
す
る
。
し
か
し
一
方
で
、「
後
王
」
を
標
榜
す
る
荀

子
は
、
文
武
周
公
の
制
で
あ
る
封
建
制
を
否
定
し
得
な
い
。
荀
子

の
「
士
大
夫
」
と
は
、
封
建
制
の
名
目
を
存
し
つ
つ
こ
れ
を
換
骨

奪
胎
し
て
、
世
襲
に
よ
ら
な
い
官
僚
制
を
構
想
し
た
も
の
と
評
価

で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
荀
子
が
「
士
大
夫
」
の
語
を
儒
家
官
僚
の
意
に
転

用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
用
法
が
速
や
か
に
普
及

し
、
あ
る
い
は
軍
人
を
指
す
従
来
の
用
法
が
直
ち
に
廃
れ
た
と
い

う
こ
と
は
当
然
な
い
。
小
論
で
は
、
漢
代
に
お
け
る
「
士
大
夫
」

の
用
例
、
特
に
原
資
料
を
改
変
し
て
い
る
例
を
検
討
し
、
荀
子
的

な
「
士
大
夫
」
が
受
容
さ
れ
て
い
く
過
程
を
概
観
し
た
い
。

『
呂
氏
春
秋
』
か
ら
『
淮
南
子
』
へ

『
商
君
書
』
境
内
・『
韓
非
子
』
十
過
・『
呂
氏
春
秋
』
季
秋
・

似
順
に
見
え
る
「
士
大
夫
」
は
、
あ
き
ら
か
に
軍
人
を
指
す
。

『
管
子
』
小
匡
に
「
賢
士
大
夫
」
が
見
え
る
が
、「
賢
士
大
夫
」
は
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後
代
に
も
一
般
的
な
連
称
で
、
こ
れ
も
い
わ
ゆ
る
「
士
大
夫
」
だ

と
は
確
言
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
い
ま
だ
荀

子
的
な
「
士
大
夫
」
の
語
を
受
容
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
『
韓
非
子
』
詭
使
に
「
今
士
大
夫

0

0

0

不
羞
汙
泥
醜
辱
而
宦
、
女
妹

私
義
之
門
不
待
次
而
宦
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
墨
子
』
三
弁

の
「
昔
諸
侯
倦
於
聴
治
、
息
於
鐘
鼓
之
楽
。
士
大
夫

0

0

0

倦
於
聴
治
、

息
於
竽
瑟
之
楽
。」
と
同
様
の
孤
立
し
た
用
例
で
、
後
代
の
増
補

に
出
る
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

降
っ
て
『
淮
南
子
』
に
は
、
時
則
訓
の
季
冬
に
「
卿
士
大
夫

0

0

0

0

至

於
庶
民
、
供
山
林
名
川
之
祀
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
呂
氏
春
秋
』

季
冬
の
「
天
子
…
…
令
宰
歴
卿
大
夫

0

0

0

至
于
庶
民
土
田
之
数
、
而
賦

之
犧
牲
、
以
供
山
林
名
川
之
祀
。」
や
『
礼
記
』
月
令
の
「
天
子

…
…
命
宰
歴
卿
大
夫

0

0

0

至
于
庶
民
土
田
之
数
、
而
賦
犧
牲
、
以
共
山

林
名
川
之
祀
。」
を
踏
ま
え
て
「
卿
大
夫
」
を
「
卿
士
大
夫
」
と

書
き
換
え
た
も
の
だ
が
（
注
2
）
、
こ
れ
も
「
士
大
夫
」
の
用
例
と
し

て
確
実
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。

『
荀
子
』
か
ら
『
韓
詩
外
伝
』
へ

『
荀
子
』
の
う
ち
後
学
の
編
と
さ
れ
る
大
略
篇
に
「
倍
畔
之
人
、

明
君
不
内
朝
、
士
大
夫

0

0

0

遇
諸
塗
不
与
言
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は

『
呂
氏
春
秋
』
孟
夏
の
「
背
叛
之
人
、
賢
主
弗
内
之
於
朝
、
君
子

0

0

不
与
交
友
。」（
あ
る
い
は
そ
の
祖
本
）
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ

れ
、
身
分
と
し
て
の
「
大
夫
」
で
は
な
く
道
徳
的
な
評
価
で
あ
る

「
君
子
」
を
「
士
大
夫
」
に
置
換
し
、
し
か
も
こ
れ
を
「
名
君
」

と
対
称
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
略
篇
は
「
士
大
夫
」
に
つ
い
て

荀
子
本
来
の
用
法
を
保
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
や
は
り
荀
子
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
さ
れ

る
『
韓
詩
外
伝
』
は
、
す
で
に
「
士
大
夫
」
に
道
徳
的
な
意
味
を

与
え
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
『
韓
詩
外
伝
』
巻
二
「
崔
杼
弑
荘

公
、
合
士
大
夫

0

0

0

盟
、
盟
者
皆
脱
剣
而
入
。」
は
『
晏
子
春
秋
』
内

篇
雑
上
「
崔
杼
既
弑
荘
公
而
立
景
公
、
杼
与
慶
封
相
之
、
劫
諸
将

0

0

軍
大
夫
及
顕
士
庶
人

0

0

0

0

0

0

0

0

于
大
宮
之
坎
上
、
令
無
得
不
盟
者
。
…
…
盟

者
皆
脱
剣
而
入
。」
の
ご
と
き
資
料
に
基
づ
い
て
「
諸
将
軍
大
夫

及
顕
士
庶
人
」
を
「
士
大
夫
」
に
置
換
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
ま

た
同
巻
七
「
宋
燕
曰
、
悲
乎
哉
。
何
士
大
夫

0

0

0

易
得
而
難
用
也
。」

は
『
戦
国
策
』
斉
策
に
見
え
る
管
燕
の
発
言
「
悲
夫
。
士0

何
其
易

得
而
難
用
也
。」
の
「
士
」
を
「
士
大
夫
」
に
置
換
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
（
注
3
）
。
巻
三
「
士
大
夫

0

0

0

哭
之
於
朝
、
商
賈
哭
之
於
市
、

農
夫
哭
之
於
野
。
哭
子
産
者
皆
如
喪
父
母
。」
（
注
4
）
・
巻
七
「
楚

荘
王
将
興
師
伐
晋
、
告
士
大
夫

0

0

0

曰
、
敢
諫
者
死
無
赦
。」
（
注
5
）
・

巻
十
「
晋
平
公
之
時
、
蔵
宝
之
台
焼
。
士
大
夫

0

0

0

聞
、
皆
趨
車
馳
馬

救
火
。」
も
道
徳
的
な
君
子
で
は
な
く
朝
廷
に
あ
る
者
の
身
分
を

指
す
も
の
と
解
さ
れ
、
武
帝
以
前
に
属
す
る
『
韓
詩
外
伝
』
は
、
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「
士
大
夫
」
を
「
大
夫
」
や
「
士
」
の
単
な
る
置
き
換
え
語
と
し

て
用
い
て
い
る
（
注
6
）
。

な
お
『
戦
国
策
』
斉
策
の
上
に
引
い
た
箇
所
は
「
士
」
を
そ
の

ま
ま
保
存
す
る
が
、
斉
策
に
は
他
に

孟
嘗
君
逐
於
斉
而
復
反
。
譚
拾
子
迎
之
於
境
。
謂
孟
嘗

君
曰
、「
君
得
無
有
所
怨
斉
士
大
夫

0

0

0

乎
。」（『
戦
国
策
』
斉

策
」）（
注
7
）

と
文
官
ら
し
き
「
士
大
夫
」
を
用
い
る
箇
所
も
あ
る
。『
風
俗
通

義
』
窮
通
は
該
当
箇
所
を
「
君
怨
於
斉
大
夫

0

0

」
に
作
っ
て
お
り
、

斉
策
の
「
士
大
夫
」
は
後
人
（
あ
る
い
は
劉
向
か
）
の
修
文
と
な

ろ
う
。
ま
た
秦
策
に

斉
助
楚
攻
秦
、
取
曲
沃
。
…
…
張
儀
南
見
楚
王
曰
「
…
…
大

王
苟
能
閉
関
絶
斉
、
臣
請
使
秦
王
献
商
於
之
地
方
六
百
里
。」

…
…
群
臣
聞
見
者
畢
賀
。
陳
軫
後
見
、
独
不
賀
。
楚
王
曰
、

「
不
穀
不
煩
一
兵
不
傷
一
人
、
而
得
商
於
之
地
六
百
里
、
寡

人
自
以
為
智
矣
。
諸
士
大
夫

0

0

0

皆
賀
、
子
独
不
賀
、
何
也
。」

（『
戦
国
策
』
秦
策
）（
注
8
）

と
あ
る
が
、
楚
王
の
自
称
と
し
て
「
不
穀
」
と
「
寡
人
」
と
が
混

在
し
て
お
り
、
ま
た
『
史
記
』
張
儀
列
伝
が
該
当
箇
所
を
「
寡
人

不
興
師
発
兵
得
六
百
里
地
、
群
臣

0

0

皆
賀
、
子
独
弔
、
何
也
。」
と

す
る
等
か
ら
、
や
は
り
後
次
的
な
改
変
が
疑
わ
れ
る
。

礼
関
係
の
諸
文
献

『
礼
記
』
月
令
の
「
卿
大
夫
」
を
『
淮
南
子
』
が
「
卿
士
大
夫
」

に
改
変
し
て
い
る
こ
と
は
上
に
指
摘
し
た
。『
礼
記
』
中
に
「
士

大
夫
」
の
用
例
は
意
外
に
少
な
く
、
下
記
の
三
箇
所
に
す
ぎ
な
い
。

魯
荘
公
之
喪
、
既
葬
、
而
絰
不
入
庫
門
。
士
大
夫

0

0

0

既
卒
哭
、

麻
不
入
。（
檀
弓
下
）

士
大
夫

0

0

0

不
得
祔
於
諸
侯
、
祔
於
諸
祖
父
之
為
士
大
夫

0

0

0

者
。

（
喪
服
小
記
）

公
子
之
公
、
為
其
士
大
夫

0

0

0

之
庶
者
、
宗
其
士
大
夫

0

0

0

之
適
者
、

公
子
之
宗
道
也
。（
大
伝
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
大
夫
」
や
「
士
」
を
置
換
し
た
も
の
と
思

わ
れ
、「
士
大
夫
」
が
荀
子
の
用
法
を
離
れ
て
「
大
夫
」
や
「
士
」

を
機
械
的
に
置
換
し
得
る
語
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
。
曲
礼
や
檀
弓
は
短
文
を
集
成
し
た
も
の
で
、
そ
の
最
終
的

な
完
成
は
相
当
に
新
し
い
だ
ろ
う
（
注
9
）
。
な
お
、『
礼
記
』
曲
礼

上
の
「
刑
不
上
大
夫

0

0

」
に
関
連
し
て
、
賈
誼
は
「
黥
劓
之
罪
、
不

及
大
夫

0

0

」（『
漢
書
』
賈
誼
伝
）
と
述
べ
る
が
、『
新
書
』
階
級
篇

は
こ
れ
を
「
係
縛
榜
笞
髡
刖
黥
劓
之
罪
、
不
及
士
大
夫

0

0

0

」
と
す

る
。
こ
の
こ
と
は
、
階
級
篇
の
後
出
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
の
よ

う
な
置
換
が
行
わ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
も
示
唆
す
る
。
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『
周
礼
』
に
お
い
て
は
、
考
工
記
に
「
坐
而
論
道
、
謂
之
王
公
。

作
而
行
之
、
謂
之
士
大
夫
。」
と
定
義
的
な
説
明
が
あ
る
他
、
夏

官
に
「
大
喪
、
平
士
大
夫
。」（
大
司
馬
）・「
適
四
方
使
、
則
従
士

大
夫
。」（
虎
賁
氏
）（
注
10
）
・「
掌
士
大
夫
之
吊
労
。」（
小
臣
）（
注
11
）

の
三
例
が
見
え
る
。『
周
礼
』
は
他
に
「
百
官
」・「
卿
・
大
夫
・

士
」・「
群
臣
」
等
の
語
も
用
い
る
が
（
注
12
）
、「
士
大
夫
」
の
用
例

は
夏
官
に
限
ら
れ
、
一
見
こ
の
こ
と
は
軍
人
を
指
す
「
士
大
夫
」

の
本
義
に
適
合
的
な
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
夏
官
の
「
士
大

夫
」
も
す
で
に
文
官
の
意
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
な
お
吉
本
道

雅
氏
は
、「
邦
」・「
国
」
に
係
る
避
諱
の
状
況
か
ら
現
行
本
『
周

礼
』
を
「
戦
国
期
の
テ
キ
ス
ト
」（
地
官
・
秋
官
）、「
前
漢
期
の

テ
キ
ス
ト
」（
春
官
・
夏
官
）、「
王
莽
期
の
テ
キ
ス
ト
」（
天
官
）

に
分
類
し
、
中
で
も
夏
官
に
つ
い
て
は
「
邦
」
字
に
対
す
る
「
避

諱
が
徹
底
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
（
注
13
）
。

『
儀
礼
』
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
経
文
に
「
士
大
夫
」
の
用

例
は
な
く
、
士
相
見
礼
の
「
記
」
に
「
始
見
於
君
執
摯
、
至
下
、

容
彌
蹙
。
庶
人
見
於
君
、
不
為
容
、
進
退
走
。
士
大
夫

0

0

0

則
奠
摯
、

再
拜
稽
首
、
君
荅
壹
拜
。」・「
凡
自
称
於
君
、
士
大
夫

0

0

0

則
曰
下
臣
」

と
あ
る
。
こ
の
う
ち
後
者
は
『
礼
記
』
玉
藻
「
凡
自
称
、
上
大
夫

曰
下
臣
、
…
…
下
大
夫
自
名
、」
と
関
連
し
、
や
は
り
「
大
夫
」

「
上
大
夫
」
を
「
士
大
夫
」
に
置
換
し
た
も
の
ら
し
い
。
な
お

『
荀
子
』
大
略
が
「
聘
礼
志
曰
」
と
し
て
聘
礼
の
記
を
引
く
が
、

こ
れ
は
現
行
本
『
儀
礼
』
の
記
と
は
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
。

『
儀
礼
』
の
記
は
大
略
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
形
成
さ
れ
、
荀
子
の
後

学
が
こ
れ
を
伝
承
し
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

『
大
戴
礼
記
』
に
は
「
士
大
夫
」
が
二
例
あ
る
が
、
礼
三
本
の

「
郊
止
天
子
、
社
止
諸
侯
、
道
及
士
大
夫

0

0

0

、
所
以
別
尊
卑
。」
は

『
荀
子
』
礼
論
を
襲
っ
た
も
の
で
問
題
と
な
ら
な
い
。
武
王
践
阼

に
「
武
王
践
阼
三
日
、
召
士
大
夫

0

0

0

而
問
焉
。」
と
あ
る
が
、
上
博

簡
『
武
王
践
阼
』
は
こ
れ
を
武
王
と
「
師
尚
父
」・「
太
公
望
」
と

の
問
答
と
し
て
お
り
「
士
大
夫
」
の
語
は
見
え
な
い
。
現
行
本
武

王
践
阼
の
「
士
大
夫
」
も
後
人
の
改
変
に
出
る
も
の
と
な
る
。

『
史
記
』
の
「
士
大
夫
」

『
史
記
』
も
原
則
的
に
は
下
記
の
よ
う
に
、「
士
大
夫
」
を
軍

人
・
軍
吏
の
意
で
用
い
て
（
あ
る
い
は
、
原
資
料
の
表
記
を
保
存

し
て
）
い
る
。

楚
群
臣
曰
、
自
郢
至
此
、
士
大
夫

0

0

0

亦
久
労
矣
。
今
得
国
捨

之
、
何
如
。（
鄭
世
家
）

主
父
欲
令
子
主
治
国
、
而
身
胡
服
将
士
大
夫

0

0

0

西
北
略
胡
地
。

（
趙
世
家
）

信
非
得
素
拊
循
士
大
夫

0

0

0

也
。（
淮
陰
侯
列
伝
）

こ
の
う
ち
最
初
の
も
の
に
つ
い
て
、
楚
世
家
は
単
に
「
楚
群
臣
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曰
、
王
勿
許
。」
と
、『
左
伝
』
宣
公
十
二
年
は
「
左
右
曰
、
不
可

許
也
、
得
国
無
赦
。」
と
し
て
お
り
、『
史
記
』
の
「
士
大
夫
」
は

『
左
伝
』
を
踏
ま
え
た
修
文
か
と
疑
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
鄭
世
家

は
「
士
大
夫
」
の
原
義
を
正
し
く
認
識
し
て
い
た
ら
し
い
。

『
史
記
』
に
は
、「
賢
士
大
夫
」
や
「
名
士
大
夫
」
あ
る
い
は

「
公
卿
」
の
用
例
は
あ
る
も
の
の
（
注
14
）
、
荀
子
的
な
「
士
大
夫
」

の
用
例
と
確
言
で
き
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
ま
ず
孝
武
本
紀

や
封
禅
書
に
「
嘉
与
士
大
夫
更
始
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

『
漢
書
』
を
踏
ま
え
た
も
の
で
問
題
と
な
ら
な
い
。
ま
た
天
官
書

に
「
廷
藩
西
有
隋
星
五
。
曰
少
微
、
士
大
夫
。」
と
あ
る
が
、『
漢

書
』
眭
両
夏
侯
京
翼
李
伝
に
「
少
微
、
処
士
。」
と
、
天
文
志
に

は
「
名
曰
少
微
、
士
大
夫
。」
と
あ
っ
て
、
天
文
志
を
天
官
書
が

襲
っ
た
も
の
と
な
る
（
注
15
）
。
礼
書
の
「
郊
疇
乎
天
子
、
社
至
乎
諸

侯
、
函
及
士
大
夫

0

0

0

」
は
『
荀
子
』
礼
論
を
襲
っ
た
も
の
。
儒
林
列

伝
に
「
自
孔
子
卒
後
、
七
十
子
之
徒
散
游
諸
侯
、
大
者
為
師
傅
卿

相
、
小
者
友
教
士
大
夫

0

0

0

、
或
隠
而
不
見
。
故
子
路
居
衛
、
子
張
居

陳
、
澹
臺
子
羽
居
楚
、
子
夏
居
西
河
、
子
貢
終
於
斉
。」
と
あ
る

が
、
こ
れ
も
『
史
記
』
自
身
の
語
彙
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
儒
家

系
文
献
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
存
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
司
馬
相
如
列

伝
が
「
子
虚
賦
」
の
「
観
士
大
夫

0

0

0

之
勤
略
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
す

る
が
、
こ
れ
も
『
史
記
』
の
地
の
文
で
は
な
い
。
同
じ
司
馬
相
如

列
伝
が
「
喩
巴
蜀
檄
」
の
「
蛮
夷
自
擅
不
討
之
日
久
矣
、
時
侵
犯

辺
境
、
労
士
大
夫

0

0

0

。」
を
引
い
て
お
り
、
長
卿
は
「
士
大
夫
」
を

文
官
・
軍
人
の
両
義
に
用
い
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と
は
、

「
士
大
夫
」
の
語
意
が
武
帝
期
に
転
換
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

劉
向
に
お
け
る
「
士
大
夫
」

『
戦
国
策
』
の
「
士0

何
其
易
得
而
難
用
也
」
や
「
劫
諸
将
軍
大

0

0

0

0

夫
及
顕
士
庶
人
…
…

0

0

0

0

0

0

0

0

令
無
得
不
盟
者
」
を
『
韓
詩
外
伝
』
が
「
何

士
大
夫

0

0

0

易
得
而
難
用
也
」・「
合
士
大
夫

0

0

0

盟
」
と
書
き
換
え
て
い
る

こ
と
は
、
先
に
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
を
『
説
苑
』
尊
賢
は
「
宗
衛

曰
、
何
士
大
夫

0

0

0

之
易
得
而
難
用
也
」
と
、『
新
序
』
義
勇
は
「
崔

杼
弑
荘
公
、
令
士
大
夫

0

0

0

盟
者
、
皆
脱
剣
而
入
」
と
す
る
。
こ
れ
ら

は
原
資
料
の
「
士
」
等
を
『
韓
詩
外
伝
』
と
は
別
に
改
変
し
た
も

の
で
は
な
く
、『
韓
詩
外
伝
』
の
「
士
大
夫
」
を
劉
向
が
そ
の
ま

ま
襲
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

一
方
で
『
説
苑
』
に
は

故
妖
孽
者
、
天
所
以
警
天
子
諸
侯
也
。
悪
夢
者
、
所
以
警
士0

大
夫

0

0

也
。
故
妖
孽
不
勝
善
政
、
悪
夢
不
勝
善
行
也
。（『
説

苑
』
敬
慎
）

虞
人
与
芮
人
質
其
成
於
文
王
。
入
文
王
之
境
、
則
見
其
人
民

之
譲
為
士
大
夫

0

0

0

。
入
其
国
則
見
其
士
大
夫
譲
為
公
卿
。（『
説
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苑
』
君
道
）

な
ど
の
文
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
た
と
え
ば
『
孔
子
家
語
』
の

故
天
災
地
妖
、
所
以
儆
人
主
者
也
。
寤
夢
徴
恠
、
所
以
儆
人0

臣0

者
也
。
災
妖
不
勝
善
政
、
寤
夢
不
勝
善
行
。（『
孔
子
家

語
』
五
儀
解
）

虞
・
芮
二
国
争
田
而
訟
、
連
年
不
決
。
乃
相
謂
曰
、「
西
伯
、

仁
也
。
盍
往
質
之
。」
入
其
境
、
則
耕
者
譲
畔
、
行
者
譲
路
。

入
其
朝
、
士0

譲
為
大
夫

0

0

、
大
夫

0

0

譲
于マ
マ

卿0

。（『
孔
子
家
語
』
好

生
）

の
よ
う
な
原
資
料
か
ら
改
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
他

に
も
劉
向
は
原
資
料
の
「
大
夫
」・「
士
」
の
「
士
大
夫
」
へ
の
置

換
を
多
く
行
っ
て
お
り
、
文
官
を
指
す
「
士
大
夫
」
は
、
前
漢
最

末
ま
で
に
は
定
着
し
て
い
た
ら
し
い
（
注
16
）
。

『
漢
書
』
に
お
け
る
「
士
大
夫
」

『
漢
書
』
の
う
ち
『
史
記
』
と
重
複
す
る
部
分
に
つ
い
て
見
る

と
、『
史
記
』
が
軍
人
の
意
で
用
い
る
「
士
大
夫
」
を
『
漢
書
』

は
多
く
保
存
し
て
お
り
（
注
17
）
、
ま
た
武
帝
以
降
に
つ
い
て
も

羌
虜
侵
辺
境
、
殺
吏
民
、
甚
逆
天
道
。
故
遣
将
軍
帥
士
大
夫

0

0

0

行
天
誅
。（『
漢
書
』
馮
奉
世
伝
、
元
帝
永
光
二
年
）

の
よ
う
に
軍
人
を
指
す
「
士
大
夫
」
は
依
然
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。

し
か
し
『
漢
書
』
に
は
、『
史
記
』
が
軍
人
を
指
し
て
用
い
る

「
士
大
夫
」
を
下
記
の
よ
う
に
改
め
て
い
る
箇
所
も
認
め
ら
れ
る
。

高
帝
親
率
士
大
夫

0

0

0

0

0

、
始
平
天
下
、
建
諸
侯
。（『
史
記
』
孝
文

本
紀
）

高
帝
始
平
天
下
、
建
諸
侯
。（『
漢
書
』
文
帝
紀
）

遂
引
刀
自
剄
。
広
軍
士
大
夫
一
軍
皆
哭

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
百
姓
聞
之
、
知
与

不
知
、
無
老
壮
皆
為
垂
涕
。（『
史
記
』
李
将
軍
列
伝
）

遂
引
刀
自
剄
。
百
姓
聞
之
、
知
与
不
知
、
老
壮
皆
為
垂
泣
。

（『
漢
書
』
李
広
蘇
建
伝
）

こ
れ
ら
は
、
高
祖
が
士
大
夫
を
率
い
て
天
下
を
平
ら
げ
た
、
あ
る

い
は
李
広
が
自
刎
し
て
軍
中
の
士
大
夫
が
哭
し
た
、
と
い
う
文
章

を
不
可
解
と
し
て
「
士
大
夫
」
に
関
わ
る
部
分
を
削
除
し
た
も
の

だ
ろ
う
。
ま
た

彼
親
附

0

0

士
大
夫
、
招
賢
絀
不
肖
者
、
人
主
之
柄
也
。（『
史

記
』
衛
将
軍
驃
騎
列
伝
）

彼
親
待

0

0

士
大
夫
、
招
賢
黜
不
肖
者
、
人
主
之
柄
也
。（『
漢

書
』
衛
青
霍
去
病
伝
）

は
、「
士
大
夫
」
を
「
親
附
」
さ
せ
る
べ
き
兵
卒
で
は
な
く
「
親
待
」

す
べ
き
人
士
と
み
て
改
め
た
も
の
。
さ
ら
に
細
か
い
こ
と
だ
が
、

欲
以
致
天
下
賢
士
大
夫

0

0

0

0

（『
史
記
』
袁
盎
鼂
錯
列
伝
）

欲
以
致
天
下
賢
英
士
大
夫

0

0

0

0

0

（『
漢
書
』
爰
盎
晁
錯
伝
）
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は
、「
士
大
夫
」
を
一
語
と
解
し
、「
賢
士
大
夫
」
の
語
調
を
不
自

然
と
み
て
修
文
し
た
も
の
か
と
疑
わ
れ
る
。『
漢
書
』
に
見
え
る

こ
れ
ら
の
現
象
は
、
後
漢
に
お
い
て
「
士
大
夫
」
を
軍
人
と
す
る

原
義
が
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
状
況
を
示
す
だ
ろ
う
。

文
官
と
し
て
の
「
士
大
夫
」
の
用
例
は
な
お
乏
し
い
が
、
ま
ず

詔
勅
と
し
て

朕
嘉
与
士
大
夫

0

0

0

日
新
厥
業
、
祗
而
不
解
、
其
赦
天
下
。（『
漢

書
』
武
帝
紀
、
元
朔
三
年
三
月
赦
詔
）

遂
登
封
泰
山
、
至
於
梁
父
而
后
禅
、
粛
然
自
新
、
嘉
与
士
大

0

0

夫0

更
始
。（『
漢
書
』
武
帝
紀
、
元
封
元
年
四
月
改
元
大
赦

詔
）

巫
蠱
之
禍
、
流
及
士
大
夫

0

0

0

。（『
漢
書
』
公
孫
劉
田
王
楊
蔡
陳

鄭
伝
、
征
和
四
年
報
車
千
秋
詔
）

が
あ
り
、
宣
帝
期
に
も

二
年
春
正
月
、
詔
曰
、
書
云
「
文
王
作
罰
、
刑
茲
無
赦
」。

今
吏
修
身
奉
法
、
未
有
能
称
朕
意
。
朕
甚
愍
焉
。
其
赦
天

下
、
与
士
大
夫

0

0

0

厲
精
更
始
。（『
漢
書
』
宣
帝
紀
、
元
康
二
年

赦
詔
）

な
ど
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
漢
紀
』
は
元
康
二
年
赦
詔
を

二
年
春
正
月
、
詔
曰
、
書
曰
「
文
王
作
罰
、
刑
茲
無
赦
」。

今
吏
修
身
奉
法
、
未
能
有
称
。
朕
甚
憫
焉
。
其
赦
天
下
、
厲

精
更
治
。

と
し
て
お
り
「
与
士
大
夫
」
四
字
を
欠
く
。
こ
れ
ら
の
詔
勅
に
見

え
る
「
与
士
大
夫
」
は
、
あ
る
い
は
『
漢
書
』
の
補
記
か
と
も
疑

わ
れ
る
。

文
官
と
し
て
の
「
士
大
夫
」
の
用
例
は
こ
の
他
に
も

士
大
夫
多
疑
其
欲
譲
爵
辟
兄
者
。（
韋
賢
伝
）

京
師
士
大
夫
悵
然
失
望
。（
谷
永
杜
鄴
伝
）

な
ど
が
散
発
的
に
得
ら
れ
る
が
（
注
18
）
、『
漢
書
』
は
こ
の
意
味
で

の
「
士
大
夫
」
を
武
帝
期
以
降
に
つ
い
て
の
み
用
い
る
よ
う
で
、

そ
れ
以
前
の
記
事
に
見
え
る
「
公
卿
」
等
を
「
士
大
夫
」
へ
積
極

的
に
改
め
る
と
い
っ
た
操
作
は
行
っ
て
い
な
い
ら
し
い
。

小
結

荀
子
が
文
官
と
し
て
の
意
味
を
与
え
て
か
ら
も
、「
士
大
夫
」

は
軍
人
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
続
け
た
。
文
官
を
指
す
用
法

は
一
部
の
儒
家
の
間
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
文

帝
期
の
賈
誼
な
ど
も
こ
れ
を
用
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。『
漢
書
』

が
載
せ
る
詔
勅
に
見
え
る
「
士
大
夫
」
に
は
後
世
の
加
筆
を
疑
う

余
地
も
あ
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
「
士
大
夫
」
が
一
般
に
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
画
期
は
武
帝
の
頃
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ

し
、
士
大
夫
が
有
徳
者
で
あ
る
と
い
う
荀
子
の
含
意
は
早
く
に
失

わ
れ
、「
士
大
夫
」
は
「
大
夫
」
や
「
士
」
と
い
っ
た
身
分
呼
称
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の
単
な
る
置
き
換
え
語
と
さ
れ
た
。

前
漢
末
ま
で
に
は
文
官
を
指
す
用
法
が
定
着
し
た
よ
う
で
、
劉

向
の
『
説
苑
』
や
『
新
序
』
は
原
資
料
の
「
士
」
や
「
大
夫
」
を

積
極
的
に
「
士
大
夫
」
に
改
め
て
い
る
。
劉
向
が
『
韓
詩
外
伝
』

か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、

前
漢
末
頃
に
文
官
を
指
す
「
士
大
夫
」
の
用
法
が
広
く
定
着
し
た

と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
劉
向
を
通
じ
て
『
韓
詩
外
伝
』
が
与
え
た
影

響
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
軍
人
を
指
す
「
士
大
夫
」
は
、
前
漢
後
期
ま
で
は
文
官

を
指
す
用
法
と
併
存
し
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
『
漢
書
』
は
す

で
に
「
士
大
夫
」
の
原
義
を
忘
れ
て
お
り
、『
史
記
』
が
軍
人
を

指
し
て
用
い
た
「
士
大
夫
」
を
不
審
と
し
て
改
め
て
も
い
る
。
文

官
を
指
す
「
士
大
夫
」
の
語
は
、
こ
の
頃
ま
で
に
は
完
全
に
定
着

し
た
と
言
え
よ
う
。

注

（
1
）	

拙
稿
「
荀
子
に
お
け
る
「
士
大
夫
」
呼
称
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
中

国
研
究
集
刊
』
四
四
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
2
）	「
卿
士
」
は
『
詩
』・『
書
』
に
頻
見
す
る
が
、
戦
国
以
降
に
は
用
い
ら

れ
な
く
な
る
よ
う
だ
。

（
3
）	

上
博
簡
『
武
王
践
阼
』
に
「
士
難
得
而
易
外
。」
と
あ
る
。

（
4
）	『
説
苑
』
貴
徳
に
「
鄭
子
産
死
、
鄭
人
丈
夫
舍
玦
珮
、
婦
人
舍
珠
珥
、

夫
婦
巷
哭
、
三
月
不
聞
竽
琴
之
声
。」
と
あ
る
。

（
5
）	『
史
記
』
楚
世
家
に
「
荘
王
即
位
三
年
、
不
出
号
令
、
日
夜
為
楽
、
令

国
中

0

0

曰
、
有
敢
諫
者
死
無
赦
。」
と
あ
る
。

（
6
）	「
雖
庶
民
之
子
孫
也
、
積
学
而
正
身
、
行
能
礼
儀
、
則
帰
之
士
大
夫

0

0

0

。」

（『
韓
詩
外
伝
』
巻
五
）
は
『
荀
子
』
を
襲
っ
た
も
の
。

（
7
）	『
文
選
』
劉
孝
標
広
絶
交
論
注
引
『
戦
国
策
』
に
よ
り
文
末
に
「
乎
」

を
補
う
。
ま
た
『
史
記
』
孟
嘗
君
列
伝
は
「
今
君
失
位
、
賓
客
皆
去
。

不
足
以
怨
士

0

0

而
徒
絶
賓
客
之
路
。」
と
す
る
。

（
8
）	

こ
の
故
事
は
楚
懐
王
の
こ
と
と
し
て
『
史
記
』
楚
世
家
や
張
儀
列
伝

に
も
見
え
る
が
、
楚
荘
王
や
漢
高
祖
な
ど
に
つ
い
て
も
類
似
の
説
話
が

見
え
る
。
そ
の
多
く
は
問
題
の
箇
所
を
「
群
臣
」
等
に
作
っ
て
お
り
、「
士

大
夫
」
と
す
る
の
は
秦
策
の
み
の
よ
う
だ
。

（
9
）	

宇
野
精
一
「
礼
記
檀
弓
篇
の
性
格
」（『
東
京
支
那
学
報
』
一
、
昭
和

三
十
年
。
後
に
『
宇
野
精
一
著
作
集
』
第
二
巻
）
は
、
檀
弓
篇
に
「
荀

子
が
春
秋
を
尊
重
し
た
態
度
」
を
見
出
す
。

	

　

な
お『
続
漢
書
』祭
祀
志
中
の
劉
昭
注
が
引
く
蔡
邕『
明
堂
論
』に「
礼0

記
太
学
志

0

0

0

0

曰
、
礼
、
士
大
夫

0

0

0

学
于
聖
人
善
人
、
祭
于
明
堂
。
其
無
位
者
、

祭
于
太
学
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
篇
名
か
ら
も
武
帝
以
降
の
も
の
と
思

わ
れ
る
。

（
10
）	

夏
官
司
士
擯
に
「
作
士
適
四
方
使
、
為
介
。」
と
あ
る
。『
漢
書
』
は

元
帝
期
の
朱
博
に
つ
い
て
「
稍
遷
為
功
曹
、
伉
侠
好
交
。
隨
従
士
大
夫

0

0

0

、
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不
避
風
雨
。」
と
し
て
お
り
（『
漢
書
』
薛
宣
朱
博
伝
）、
虎
賁
氏
と
の
類

似
が
注
意
さ
れ
る
。

（
11
）	
夏
官
太
仆
に
「
掌
三
公
孤
卿
之
吊
労
」
と
、
御
仆
に
「
掌
群
吏
之
逆
、

及
庶
民
之
復
、
与
其
吊
労
」
と
あ
り
、
小
臣
の
「
士
大
夫
」
は
「
孤
卿
」

の
下
、「
群
吏
」・「
庶
民
」
の
上
に
あ
る
文
官
と
解
さ
れ
る
。

（
12
）	

た
と
え
ば
「
祀
五
帝
、則
掌
百
官

0

0

之
誓
戒
与
其
具
修
」（
天
官
冢
宰
）・

「
掌
群
臣

0

0

之
版
」（
夏
官
司
士
）
等
。

（
13
）	

吉
本
道
雅
「
周
礼
小
考
」（
立
命
館
東
洋
史
学
会
『
中
国
古
代
史
論
叢
』

二
、
二
〇
〇
四
年
）。
吉
本
氏
は
、
こ
れ
ら
三
種
を
ま
と
め
た
現
行
の
鄭

注
本
を
「
杜
子
春
そ
の
人
が
、
後
漢
初
年
に
制
作
し
た
も
の
と
考
え
て

よ
さ
そ
う
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「
現
行
の
鄭
注
本

に
は
全
篇
に
杜
子
春
の
注
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
杜
子
春
本
に
つ
い

て
文
字
の
異
同
が
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
」
と
す
る
の
は
不
審
。
た
と
え

ば
天
官
小
宰
「
四
曰
聴
称
責
以
伝
別
」
の
鄭
注
に
「
伝
別
、故
書
作
伝
弁

0

0

。

…
…
杜
子
春
読
為
伝
別

0

0

0

0

。」
と
、
地
官
小
司
徒
「
乃
分
地
域0

」
の
鄭
注
に

は
「
故
書
域0

為
邦0

。
杜
子
春
云
、
當
為
域

0

0

0

。」
と
あ
っ
て
、
杜
子
春
の
拠

る
本
文
は
現
行
の
鄭
注
本
と
は
異
な
る
。
ま
た
天
官
小
宰
「
六
曰
廉
弁

0

0

」

の
鄭
注
に
「
杜
子
春
云
、
廉
弁

0

0

、
或
為
廉
端

0

0

0

0

。」
と
、
同
じ
く
掌
宿
「
棘

門
」
の
鄭
注
に
「
杜
子
春
云
、
棘
門

0

0

、
或
為
材
門

0

0

0

0

。」
等
と
あ
っ
て
、
杜

子
春
自
身
が
当
時
あ
っ
た
異
本
を
掲
げ
て
も
い
る
。

（
14
）	「
二
世
常
居
禁
中
、
与
高
決
諸
事
。
其
後
公
卿

0

0

希
得
朝
見
」（
秦
始
皇

本
紀
）・「
食
其
故
得
幸
太
后
、
常
用
事
、
公
卿

0

0

皆
因
而
決
事
」（
呂
太
后

本
紀
）・「
上
令
公
卿

0

0

列
侯
宗
室
集
議
」（
袁
盎
鼂
錯
列
伝
）等
。
ま
た『
呂

氏
春
秋
』
恃
君
覧
「
是
故
天
子
聴
政
、使
公
卿

0

0

列
士
正
諌
」・
正
月
紀
「
乃

賞
公
卿

0

0

諸
侯
大
夫
於
朝
」
等
か
ら
も
、
秦
か
ら
漢
初
に
か
け
て
「
公
卿
」

の
呼
称
が
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
た
状
況
が
窺
え
る
。
な
お
『
史
記
』

で
は
淮
南
衡
山
列
伝
の
う
ち
特
定
部
分
が
、『
漢
書
』
で
は
成
帝
紀
と
王

莽
伝
が
「
公
卿
」
を
多
用
す
る
。

（
15
）	

天
官
書
に
は
他
に
、天
文
志
に
は
な
い
『
周
礼
』
か
ら
の
引
用
も
見
え
、

天
文
志
に
対
す
る
天
官
書
の
後
出
を
示
す
。

（
16
）	

た
だ
し
後
漢
に
至
っ
て
も
、
た
と
え
ば
班
固
と
同
世
代
に
属
す
る
王

充
の
『
論
衡
』
は
依
然
と
し
て
「
公
卿
」
や
「
卿
大
夫
」
を
多
用
し
て

お
り
、「
士
大
夫
」
は
用
い
な
い
。

（
17
）	「
将
軍
其
勧
士
大
夫

0

0

0

撃
反
虜
」（『
史
記
』
呉
王
濞
列
伝
・『
漢
書
』
荊

燕
呉
伝
）・「
百
里
之
内
、
牛
酒
日
至
、
以
饗
士
大
夫

0

0

0

」（『
史
記
』
淮
陰

侯
列
伝
・『
漢
書
』
韓
彭
英
盧
呉
伝
）
等
。

（
18
）	

王
莽
伝
中
に
「
今
即
墨
士
大
夫

0

0

0

復
同
心
殄
滅
反
虜
」
と
あ
る
が
、
こ

の
「
士
大
夫
」
も
実
際
の
戦
闘
に
従
事
し
た
兵
士
で
は
な
く
、
扶
崇
公

劉
殷
ら
の
文
官
を
指
す
よ
う
だ
。
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